
家畜遺伝資源の生産段階における所有者の類型と譲渡契約の関係

所有者は

又は

又は

等

所有者は

又は

等

所有者は

等

①家畜人工授精用精液の場合 ②家畜体内受精卵の場合 ③家畜体外受精卵の場合

流通
段階

生産
段階

③－１ 家畜体外受精卵（生体由来） ③－２ 家畜体外受精卵（とたい由来）

所有者は

又は

又は

等

精液の生産者
（獣医師／家畜人工授精師
／家畜人工授精所）

供卵牛の飼養者

受精卵の生産者
（獣医師／家畜人工授精所）

供卵牛の飼養者

受精卵の生産者
（獣医師／家畜人工授精所）

未受精卵の採取者
（獣医師）

供卵牛の飼養者

卵巣を採取した者
（獣医師／家畜人工授精師）

注１：生産された受精卵の所有者を予め取り決めておきましょう（書面が望ましいです）
（別添１ー１）家畜受精卵生産等委託契約約款 条項例A

以降、繰り返し

注２：精液及び受精卵は、家畜人工授精所において保存さ
れたものでなければ、譲渡することはできません

受精卵の生産者
（獣医師／家畜人工授精師
／家畜人工授精所）

と  の間で、譲渡契約を結びましょう譲渡者（所有者） 譲受者（購入者等）

と  の間で、譲渡契約を結びましょう譲渡者（所有者） 譲受者（購入者等）

（別添３）

最初の譲渡

２度目の譲渡

（別添１ー２）家畜人工授精用精液又は家畜受精卵
譲渡契約約款 条項例Ｂ

注２：精液及び受精卵は、家畜人工授精所において保存さ
れたものでなければ、譲渡することはできません
（別添１ー２）家畜人工授精用精液又は家畜受精卵

譲渡契約約款 条項例Ｂ
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